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研究要旨 今年度は、昨年度より行ってきた災害時の精神保健医療福祉マニュアルの完成

と全国の災害に関する組織へ声かけを行いマニュアルの確認作業を依頼し、現場の声に沿

ったマニュアル作成を行った。当初の計画では「自治体の災害時精神保健医療福祉マニュア

ル（以下マニュアル）」を作成予定であったが、自治体から災害現場で使用できる簡易的な

マニュアルがあると使いやすい等の意見を受け、マニュアルを「ロングバージョン」と「シ

ョートバージョン」の 2 種類を作成した。内容としては、ロングバージョンとは、発災前に

各組織が準備しておくべきことや災害時の各組織の動きを詳しく記載してあるマニュアル

である。ショートバージョンは、現場で使用しやすいよう各組織が災害時期に応じてやるべ

きことのチェックリストシートや災害対応をする支援者自身のストレスケアを促す文言等

も入れ、持ち運びしやすいようロングバージョンのマニュアルよりもコンパクトにまとめ

たマニュアルを作成した。

また、DPAT 等外部支援団体の活動終了後、中長期のケアに関わる地域精神保健医療福祉

への移行時期や移行後の体制について共通のマニュアル等がないことを踏まえ、災害フェ

ーズごとに変化する地域のニーズに対応するための新たな体制の構築として「中長期の精

神保健医療福祉体制ガイドライン」を提案した。

A. 研究目的

2013 年に設立された災害派遣精神医療

チーム（DPAT）等活動支援団体は、近年の

度重なる災害において実働を果たしている。

しかし、これら団体の活動への理解は未だ

十分とは言えず、連携体制や支援団体撤退

後の地域精神保健への移行方法については

未整備である。

 このような現状から、本研究班では災害

時の急性期以降における精神科医療から精

神保健への移行を円滑に行うためのマニュ

アル開発やガイドラインの作成を目的とし



 

て研究活動に取り組んだ。 
 
太刀川班においては研究統括としての立

場から、マニュアル開発に向けて各分担班

の研究支援、マニュアルの総括作業、並びに

災害後の自治体における中長期の精神保健

医療福祉体制ガイドラインの作成と提案、

関連研究を行った。 
 
B. 研究方法 
1．研究支援 
① 全体班会議の開催：研究の方向性や各

分担班における役割分担などの整理・検討

を目的に、全研究班員による会議を開催し

た。 
 
② 自治体の災害時精神保健医療福祉マニ

ュアルの作成：平時から災害時における各

自治体組織の動きをまとめたマニュアルを

作成した。 
 
③ 災害後の自治体における中長期の精神

保健医療福祉体制ガイドラインの作成：災

害フェーズごとに変化する地域のニーズに

対応するための新たな体制を提案した。 
 
2．マニュアル作成のための概念整理 
 マニュアル作成の概念整理を目的に以下

の活動を行った。 
・災害時期に対する分類の整理： 
各自治体や他組織によって各災害時期の名

称が異なるため、本マニュアルを作成する

にあたり以下のように名称の統一を図った。 
・自治体が使用する「初動期」「緊急対応期」

を「立ち上げ期」へ統一 
・自治体が使用する「応急対応期・前期」を

「活動期」へ統一 
・自治体が使用する「応急対応期・後期」を

「移行期」へ統一 
・自治体が使用する「復旧・復興対策期」を

「中期」へ統一 
・自治体が使用する「復興支援期前期・後期」

を「長期」へ統一 
 
3. 関連研究 
ガイドライン、マニュアル作成の参照とし

て 2015 年関東・東北豪雨による常総水害時

の災害精神支援チームのメール解析による

災害後の精神支援システムの時系列分析を

行った。 
 
C. 研究結果 
1．研究支援 
① 全体班会議の開催：新型コロナウイル

スの影響で、一か所に集まる機会を設ける

ことができず令和二年度はオンラインでの

会議を実施した。 
・2020 年 8 月 19 日：第一回オンライン会

議を実施。昨年度に各班へ割り振ったマニ

ュアル内の章を全体で検討し、その検討結

果をもとにマニュアルの再構成を図った。

（参加者 18 名） 
・2020 年 9 月 30 日：ガイドラインに関す

るオンライン会議を実施。ガイドラインの

たたき台を太刀川・高橋班で作成し、厚生労

働省担当課とオンライン協議を行った。（参

加者：6 名） 
・2020 年 10 月 12 日：第二回オンライン会

議を実施。第一回会議後にマニュアル作成

する過程で、実際の現場で活用できるマニ

ュアルのショートバージョンの必要性を感

じ、会議内で仮の案を提案し承認を得た。ま



 

た、ショートバージョンとガイドラインに

ついてはこの会議後に、保健所長会地域保

健充実強化委員会の先生方、全国精神保健

福祉センター長会災害時等こころのケア推

進委員会メンバー他へ確認いただき、意見

を募った。（参加者：17 名） 
・2020 年 12 月 7 日：第三回オンライン会

議を実施。マニュアル（ロング、ショートバ

ージョン）の仮の案を会議内で提案し、承認

を得た。さらに、仮マニュアルを地域精神保

健に携わる自治体関係職員へ班員を通して

依頼し、意見を募った。（参加者：18 名） 
・2021 年 1 月 25 日：第四回オンライン会

議（会議最終）を実施。各自治体関係職員、

班員から頂いた意見をもとにマニュアル

（ロング、ショートバージョン）、ガイドラ

インを作成し、会議内で提示、承認を得た。

（参加者：21 名） 
 
② 自治体の災害時精神保健医療福祉マニ

ュアルの作成 
(1) マニュアルに対する意見の募集：①を

実施するなかで仮作成したマニュアルを地

域精神保健に携わる自治体関係職員等へ

12月から 1 月の約 2か月間の中で確認いた

だき、意見を募った。それらの意見をもとに

太刀川班、高橋班でマニュアルの再構成を

図り、班員へマニュアルの提示と承認を得

た。マニュアルへの意見をいただけた自治

体組織等は以下のとおりである。 
・茨城県 障害福祉課 
・茨城県 常総市社会福祉課障がい福祉支

援室、他市職員 
・茨城県 つくばみらい市役所 保健師 
・千葉県 健康福祉部障害者福祉推進課 
・千葉県 君津健康福祉センター（保健所）

地域保健課 
・宮城県 保健福祉部精神保健推進室 
・宮崎県 市町村保健師 
・広島県 統括保健師 
・栃木県 保健福祉部障害福祉課 
・福島県 総務部人事総室職員研修課 
・熊本県 精神保健福祉センター 
・滋賀県 保健所、市町保健師 
・鹿児島 県市町村関係者 
・福岡県 宗像市健康保険部健康課 保健

師 
・市町村保健師経験後の看護大学教員 
・他 各都道府県市町村の関係者（保健所、

県保健師、市町村保健師、関係機関） 
 
 (2) 各組織からのマニュアルへの意見（一

部抜粋）： 
・市町村保健師と保健所保健師の役割の違

いを記載してほしい。 
（班内で協議し、完成版へ記載してありま

す） 
・つなぎマップを詳しく説明してほしい。 
（班内で協議し、完成版へより詳しく記載

してあります） 
・このマニュアルを元にした研修を作って

もらいたい。 
・各部署が災害時期においてどのような行

動を行うかが簡潔にまとめられており、と

ても見やすい。（ショートバージョン） 
・別の課へマニュアルを見せたところ、出

来上がったら欲しいと言われた。情報提供

をする予定。 
他、多数のご意見を頂いた。 
 
③ 災害後の自治体における中長期の精神

保健医療福祉体制ガイドラインの作成：



 

DPAT 等外部支援団体の活動終了後、中長

期のケアに関わる地域精神保健医療福祉へ

の移行時期や移行後の体制について共通の

マニュアル等がないことを踏まえ、災害時

期別に変化する地域のニーズに対応するた

めの新たな体制の構築を提案した。 
 
(1) 災害時期別の精神保健医療福祉の必要

性：災害以後の時期によって被災者の心理

は異なるため、地域の精神保健医療福祉ニ

ーズは変化する。このため、その支援内容に

あわせて時期別の精神保健医療福祉体制は

次のように構造を変える必要がある。 
超急性期（発災後数日）：この時期に必要な

支援は主に災害精神医療である。 
精神科医療機関が被災した場合の搬送、患

者の診療継続等の支援、多数の被災者の心

理的安全の確保が必要となる。このために

は、平時のシステムだけで対応することは

困難であり、統括システムを持ち、訓練を受

けた DPAT 等支援団体に応援要請を行い、

支援を実施することが必要となる場合もあ

る。 
急性期（概ね数日から数週間）：多数の被災

者が避難環境のストレス等によりメンタル

ヘルスが悪化し、眠れない、落ち着かない、

いらいらするなどの精神的な不調が生じる。

ここでは、新たに発症した精神疾患のため

の医療確保と被災者のメンタルヘルスの保

持が重要となる。このため、精神医療に加

え、精神保健福祉活動が実施される必要が

ある。また被災地に支援に訪れる多数の支

援団体への対応も必要となる。支援者の疲

労、メンタルヘルスの悪化が生じるため、支

援者支援も重要となる。  
中期（概ね１か月から数か月）：多くの被災

者のメンタルヘルスの保持増進が中心課題

となる。このため、メンタルヘルスが悪化し

ている者を見出すスクリーニング、自宅に

ひきこもっているリスク者へのアウトリー

チ、被災者全体への啓発活動などの精神保

健福祉活動が中心となる。この時期には、

DPAT 等支援団体は撤退し、地域精神保健

医療福祉体制がまだ十分でない中で精神保

健福祉活動が必要となる。 
長期（概ね数か月以降）：おおむね地域の精

神保健医療福祉システムは平時の運用が可

能となり、多数の被災者のメンタルヘルス

が改善する一方で少数の心的外傷後ストレ

ス障害（PTSD）等が残る。彼らに専門的支

援を可能とする地域における継続的な取り

組みが地域精神保健医療福祉システムにお

いて維持される必要がある。 
 
(2) これまでの災害後中長期における地域

精神保健医療福祉の課題：これまでの災害

後の地域精神保健医療福祉のうち、中長期

における体制や活動について次の課題があ

った。 
・各自治体における災害支援にかかわる精

神保健医療福祉体制について、標準的なマ

ニュアル等がないことから、自治体によっ

て、急性期対応に限定する、独自のチームで

支援をする、センターが設置されるなど、対

応は様々であった。 
・平時の精神保健医療福祉システムで支援

活動を実施するにはマンパワー不足であっ

た。 
・いわゆるこころのケアチーム（法令に規

定されない従来型の精神科医療チーム）に

は研修、統括システムがなかった。 
 



 

(3) 課題解決のために望まれる中長期にお

ける精神保健医療福祉体制の構築：中長期

における課題解決には、次に示す精神保健

医療福祉体制の構築が望まれる。 
・自治体で十分に対応しきれない地域精神

保健医療福祉問題をカバーできる支援体制 
・精神保健福祉センター、保健所等の精神

関連活動の支援をする組織ないし人材 
・保健所や市町村などの支援先自治体に支

援内容を明示した支援組織 
・地域に根付いた平時から関係性のある人

員で構成された組織 
・精神保健医療福祉支援において、被災地

域自治体の保健活動の中核となる保健師業

務の強力な補完を可能とする体制 
 
(4)  中長期における災害時精神保健医療

福祉サービスの体制の構築：前記(３)を具体

化するため、次の体制を構築することが望

まれる。 
1)災害時精神保健医療福祉サービスの活動

内容 
・DPAT 等の支援団体は、発災直後から被

災地の精神保健医療活動をサポートするが、

時期を見て終結することから、その後の地

域精神保健医療福祉のサポートを目的とす

る。 
・住民向け普及啓発、支援者向け教育研修、

直接の相談支援に関する技術援助（コンサ

ルテーション、助言など）、直接の相談支援、

（必要に応じ）調査研究などを行う。 
・活動拠点本部となる各市町村保健センタ

ーの活動支援を行う。 
・従来の活動拠点本部の立ち上げ方法では

人員や場所の確保が必要となり保健所に負

担をかけるため、必要な会議はオンライン

等で行う。 
・既存の精神保健医療福祉システムで対応

が可能と判断される状況になったら解散す

る。 
・平時の活動としては、地域内で定期的に

実災害時を想定した訓練を実施する。 
 
2)災害時精神保健医療福祉サービスの体制

概要 
●人材 
・主に地域の公認心理師、精神保健福祉士、

保健師で構成する（自治体職員だけでなく

地域内の幅広い人材により構成）。 
・他に各都道府県の精神保健福祉関連行政

職、各都道府県の精神保健医療福祉のスタ

ッフ、DPAT で育成された DPAT 隊員等で

構成する。 
・必ずしも専門職とは限らず、支援にかか

わる人を幅広く対象とする。 
・災害時の他機関、多職種と連携するリエ

ゾン活動を担う県・保健所の保健師や精神

保健福祉相談員等の災害後のサポートのた

めに、県・保健所の保健師、精神保健福祉相

談員等のリエゾン活動に関する人員体制も

強化を図る。 
・構成員の登録を県自治体から県公認心理

師協会、県精神保健福祉士会、県精神科病院

協会など関連団体にお願いする。 
●統括体制 
・平時から、精神保健福祉センターを中心

に県精神科病院協会、大学、行政、総合病院

精神科、精神科関連職能団体等による運用

協議体を作っておく。 
・災害時の活動はリエゾン対応だけでなく、

職員養成、組織運営まで多岐にわたり、また

業務内容は膨大となる。過去の災害でも，精



 

神保健福祉センターや保健所の職員が新た

な組織の立ち上げと運営で手一杯になり、

本来の業務ができなくなるという事態が見

られるため、県や保健所など指揮部門の増

員や専門職員の育成などの体制強化をあわ

せて行う。 
・上記の上で、県、保健所によってサービス

を統括する。 
●予算 
・体制の内容によって拠出先を検討する。 
 
3)災害時精神保健医療福祉サービスを実施

するための人材養成 
災害時保健医療福祉サービスに必要な人材

は、次により養成することが望まれる。 
・国において、各自治体における体制整備

や人材の養成等を中心となって担う人材を

養成（指導者養成研修）し、その上で、各自

治体において研修修了者が中心となって対

応する仕組みを構築する。 
・これらの研修は、業務内容が直接の相談

支援だけでなく、啓発・研修事業等の企画調

整も包括することから地域の様々な支援者

との協働が必須であるため、地域における

保健医療福祉サービスや生活支援の仕組み、

行政の組織等に関するカリキュラムを含む

総合的な研修とする。 
・さらに、現任訓練（On-the-Job Training）
として実務をさせることで、災害時教育で

職員を養成することが望まれ、県・保健所職

員の参加や過去に勤務経験のあるスタッフ

の採用など工夫をして、職員を養成する仕

組みを構築する。 
・オンライン／オフラインで行う専用の養

成、研修、教育システムを構築し実施する。 
・このサービスに必要な人材を養成する研

修指導者として、精神医療の部門で働く職

員や保健所、精神保健福祉センター等の職

員等といった専門職の職員に対して養成研

修をする。 
・人材養成、組織構築に際しては、一定の質

を担保するため、当該地域において災害精

神保健医療福祉に携わる専門家の助言・支

援を受けること。 
 
(5)  新たな災害時精神保健医療福祉サー

ビスを設置することによる効果・課題：新た

な災害時精神保健医療福祉サービスを設置

することにより次の効果と課題がみこまれ

る。 
・平時より地域内の精神保健医療福祉人材

の協議体を作ることにより、実災害が起き

てもフレキシブルに地域資源で対応できる

活動が見込まれる。 
・災害医療ではなく、支援が手薄となる災

害後の精神保健福祉を地域内で支援できる。 
・医療ではなく災害後の精神保健福祉を支

援するため、チーム内に医師は必須ではな

い。 
・ただし、医療が必要かどうか判断に迷う

事例が生じることがあるため、医師にコン

サルテーションできる体制は必須である。 
 
2．マニュアル作成のための概念整理 
・災害時期に対する分類の整理：国内の支

援組織や自治体の災害時期は、宮崎県の大

規模災害時医療救護活動マニュアルでは

「フェーズ 0（発災～24 時間）」「フェーズ

１（～72 時間）」「フェーズ 2（概ね 4 日目

～1,2 週間）」「フェーズ 3（概ね 1,2 週 
間～1,2 か月）」「フェーズ 4（概ね 1,2 か月

以降）」となっている。また、全国保険市長



 

会が作成した災害時の保健活動推進マニュ

アルや仙台市災害時地域精神保健福祉ガイ

ドラインもフェーズを「フェーズ 0」から

「フェーズ 5-2」と同じように分けてはいる

が、時期の呼び名が異なる等、各組織によっ

て様々な差異がある。こういった国内での

災害時期の呼び名や定義の異なりを踏まえ、

本マニュアルを作成するにあたり名称の統

一を図った。 
・平時を「準備期（ステージ 0）」「対応する

期間：発災前」へ統一 
・自治体が使用する「初動期」「緊急対応期」

を「立ち上げ期（ステージ 1）」「対応する期

間：発災から概ね 3 日後まで」へ統一 
・自治体が使用する「応急対応期・前期」を

「活動期（ステージ 2）」「対応する期間：概

ね発災 4 日後から 3 週間目まで」へ統一 
・自治体が使用する「応急対応期・後期」を

「移行期（ステージ 3）」「対応する期間：概

ね 3 週間目から 1 カ月まで」へ統一 
・自治体が使用する「復旧・復興対策期」を

「中期（ステージ 4）」「対応する期間：概ね

2 カ月以降」へ統一 
・自治体が使用する「復興支援期前期・後期」

を「長期（ステージ 5）」「対応する期間概ね

1 年以降」へ統一 
上記内容に再定義を図った。また、対応す

る期間は目安であり、災害の規模や種類に

よってはこの限りではないことを記載し、

臨機応変に対応できるようにした。 
 
３．常総水害メール分析 
常総水害の災害精神支援チームのコアメン

バーの活動メール 2,450 通をネットワーク

分析した結果、超急性期には人集めと情報

の拡散（～1 週間）、急性期（～1 か月）に

は支持的で柔軟な活動方針の決定、中長期

（1 か月以降）には小集団での双方向的な

情報共有というように災害後の時期別にコ

ミュニケーションや組織形態を変化させる

ことが支援において重要であるとわかった。 
 
D. 考察 
 災害時の精神保健医療福祉マニュアルの

完成に向け、各派担班への研究支援及びマ

ニュアル(仮)を自治体や保健所長会地域保

健充実強化委員会の先生方、全国精神保健

福祉センター長会災害時等こころのケア推

進委員会メンバー他に送り、頂いた意見や

指摘をマニュアルへ反映する作業を行った。

また会議を重ねる中で、現場に持っていく

ことができるコンパクトサイズのマニュア

ルを作成する必要性を感じ、当初作成を予

定していたマニュアルを「ロングバージョ

ン」とし、コンパクトサイズのものを「ショ

ートバージョン」と名付け、より現場で使い

やすいよう工夫を行った。 
 また、災害後の自治体における中長期の

精神保健医療福祉体制ガイドラインとして、

災害時期別に変化する地域のニーズに対応

するための新たな体制の構築を提案した。 
自治体の災害時精神保健医療福祉マニュ

アル（ロング、ショートバージョン）は、以

下の自治体組織へ送付した。また、厚生労働

省のホームページからマニュアルをダウン

ロードして周知できるよう関係組織と調整

を行った。 
 

・（全都道府県）精神保健福祉センター 69
か所 
・（全都道府県）保健所 468 か所 
・（全都道府県・政令指定都市）精神保健関



 

係部局 67 か所 
・（全都道府県）市町村障害保健福祉部 

1750 か所 
 
E. 結論 
１．自治体の災害時精神保健医療福祉マニ

ュアルをロングバージョンとショート

バージョンの 2 種類を作成した。作成

したマニュアルは全国の関係機関へ郵

送し、厚生労働省のホームページから

ダウンロードできるようになった。 
２．災害後の自治体における中長期の精神

保健医療福祉体制ガイドラインを作成、

提案した。 
 
F. 健康危険情報 
なし 
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